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改正の理由

(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」・の改正に伴い、"建築行為を伴わない

既存住宅の認定制度"が新設されることにより、手数料を新たに設定したい。

(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律の施行に伴い、建築基準法の改正に伴う、関係条文の項ずれを整理

したい。

2 改正の内容

(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正に伴うもの

アこれまでの経過

・耐震性、断熱性等に優れた良質な住宅が多世代にわたり引き継がれることや、脱

炭素社会の実現に向けても貢献していくことを推進するため、令和 3年5月28

日(令和4年2月20日施行)に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(以

下「法」という。)等が改正された。

・改正された 4 項目のうち、以下の①から③については、すでに手数料条例改正

済みであるが、④の令和4年10月1日に施行が予定されている"建築行為*を伴

わない既存住宅の認定制度"が新設されることにより、手数料を新たに設定するも

の。(※建築物を新築、増築、改築、又は移転するごと)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正項目(令和3年5月28日改正)

①容積率の特例許可の新設

②共同住宅の住棟認定の導入

③認定手続きの合理化等

④建築行為を伴わない既存住宅の

認定制度の新設

■長期優良住宅とは

・持続可能な社会の実現に向け、良質な住宅の普及促進を行い、将来世代に継承し、
長期に使用することで、解体に伴う廃棄物の搬出頻度を抑制して環境負荷の軽減を
図ることを目的に、.平成21年6月に始まった制度。

・戸建て住宅や共同住宅等で、多世代にわたり住み続けられるために耐震性や劣化対
策などの認定基準を満たした住宅。

・認定を受けることで税や住宅口ーンの優遇措置等を受けられるメリットがある。

令和 4年2月20日施行

(令和 3年12月24日手数料条例改正済)

令和4年10月1日施行(今回改正箇所)



【認定基準1

⑥省エネルギー性①耐震性

⑦バリアフリー性(共同住宅等)②劣化対策

⑧可変性供同住宅・長風③維持管理・更新の容易性

⑨居住環境④住戸面

⑩資金計画⑤維持保全計画

■長崎市の現状

・長崎市の長期優良住宅(戸建て住宅)の認定実績は、直近3年間で、年間平均244件、
市内新築戸建て住宅着工件数の約36%を占めている。

・市では良質な住宅ストックの形成を推進するため、長崎市第五次総合計画におい
年間261件恨7年度)の認定を目標としている。

イ法の改正概要

(ア)建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の新設

・これまでの認定制度は、建築行為を前提としており、建築前にあらかじめ認定を
受ける仕組みとなっている。このことにより、既存住宅で一定の性能を有するも
のであっても、建築行為を行わない限り、認定を取得することができなかった。

・今回の改正により、一定の性能を有するものであれば既存住宅であっても、認定
を受けられる仕組みを新たに創設したもの。

・認定を受けることで流通時等に差別化を図り、付加価値を高めることを想定。

・全国で年間約300件程度の認定が想定されている。

今回追加従来の認定対象

流通時等に差別化を図り、付加価値
を局めるため、認定を取得
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ウ 条例の改正内容

建築行為を伴わない既存住宅について新たに手数料を定める。

手数料の算定に当たっては、認定審査業務に要する時間を算出し、その時間に人件

費の平均額から割り出した時間単価を乗じ、物件費を加えて算出する。

.

■

(ア)

捻05号オ
(ア))

品確法の規定
による確認
又はその写し
の添付がある
場合

長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料

区分

戸建住宅

共同住宅等

1205号オ
(イ))

事前に評価機
関の技術的審

を受けて
、 、

50on1以内

1, ooorr1以内50orHを超え

1, ooorr1を超え 3,000市以内

3, ooorr1を超え 5,000市以内

5, ooorrfを超え 10, ooonイ以内

10, ooorHを超え 20, ooonゞ以内

20, ooon{を超え 30,000市以内

30,ooorHを超えるもの

戸建住宅

共同住宅等

新設

(イ)長期

500市以内

50orr;を超え 1,000州以内

, ooonfを超え 3, ooorH以内

3,000市を超え 5,000州以内

5, ooordを超え 10, ooon1以内

10, ooor'を超え 20, ooorr;以内

20,000市を超え 30,000市以内

30,000州を超えるもの

金額(改正前)

{206号オ
(ア))

品確法の規定
による確認
又はその写し

の添付がある
場合

良住宅建築等計画の変更認定申請手数料

区分

戸建住宅

共同住宅等

金額(改正後)

18,6

33,50

5490

9120

146,00

222,6

377β0

478,40

543,10

67,80

158,9

253,90

501,30

897,40

1,542,30

2,853,0

4,07620

4993,30

新設

{206号オ
(イ))

事前に評価機
関の技術的審

を寺けτ
^、、

50on{以内

50onイを超え 1,000市以内

1, ooonイを超え 3, ooom以内

3, ooorr;を超え 5,000市以内

5, ooorr「を超え 10, ooorr1以内

10, ooorrfを超え 20, ooorr;以内

20, ooorrfを超え 30,000市以内

30,000州を超えるもの

戸建住宅

共同住宅等

新設

新設

50onf以内

50orr;を超え 1,000が以内

1, ooorr;を超え 3, ooorH以内

3, ooorr;を超え 5, ooorH以内

5, ooorr;を超え 10,000州以内

20,000州以内10, ooon;を超え

20,000市を超え 30,000市以内

30, ooorT;を超えるもの

金額(改正前) 金額(改正後)

9,300

33,500

54900

91200

146,000

222,600

377β00

478,400

543,100

33900

158,900

253,900

501,300

897,400

1,542300

2,853,000

4,076,200



(2)地域の自主性及び、自チ乞性を適める夲めの改革の推進、を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴うもの(建築基準法の戚正)'
アこれまでの経過

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律の施行に伴い、令和4年5月20日公布の改正建築基準法(以下「法」
という。)により、災害対応に係る項目が追加され、条例に定めている、手数料の対
象事務の根拠となる法令において、項ずれが生じたことから、関係条文の整理をす
る必要がある。

イ法の改正概要
(ア)改正内容

応急、仮設建築物の存続期間の延長に係る建築許可(法第85条、第87条の3)

従来、災害対応のために設ける、日本赤十字社による災害救助用建築物や公益上
必要な建物といった、応急、仮設建築物の新築や一時的な用途変更による存続期間は、
最大2年3ケ月しか認められなかったが、法の改正により、更に使用する特別の必
要があり、安全上、防火上、衛生上支障がなく、公益上やむを得ないと認める場合
は、応急仮設建築物の存続期間を再延長できる許可規定が新設されたもの。

応急、仮設建築物{災害救助用建築物Hこ

係る制限緩和[存続期間 3ケ月以内]

応急、仮設建築物【公益上必要な建物Hこ

係る制限緩和[存続期間 3ケ月以内]

改正前

応急仮設建築物の存続期間の延長許可
[存続期間 2年3ケ月以内]

仮設興行場等に係る

設置許可[存続期間1年以内]

特別仮設興行場等に係る

設置許可[存続期問1年超]

(イ)法の施行期日

令和4年5月3 1日

ウ条例の改正内容
関係条文の整理を行うもの

建築審査会の同意関係

項の追加●

改正後

同左

Ⅱ翻 1年以内の仮設興行場等建築許可申請手数料

船4} 1年を超える仮設興行場等建築許可申請手数料

既存建築物の用途を一時的に興行場等に変更する{198}

場合の許可申請手数料

Ⅱ99)既存建築物の用途を一時的に特別興行場等に変更

する場合の許可申請手数料

手数料

条例

対象

同左

応急仮設建築物の存続期問
再延長許可[存続期間2年3ケ月超]

同左

法第舗条第6項做正前:第5項)

法第舗条第ヱ項(改正前:第6項)

法第87条の3第旦項_
、π改正前:第5項)

法第87条の3第7項
敗正前:第6工動

手数料の種類

同左

4

同左

同左

関係条文

項

ずれ

1
項

2
項

3
・
4
項

5
項

旦
項
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項

旦
項
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曳
木
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3 施行期日

(1)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の改正に伴うもの

令和 4年10月1日

(2)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行に伴うもの(建築基準法の改正)

公布の日



4 条例新旧対照表

長崎市手数料条例(平成12年長崎市条例第6号)の一部を改正する条例

0長崎市手数料条例

(趣旨)

第1条略

(手数料の種類及び額)

第2条手数料(次項に規定するものを除く。)は、別表第1の'とおり

とする。

2略

別表第一

改正後

手数料の種類

Ⅱ)~{1821

Π83) 1年以

内の仮設興行

場等建築許可

申請手数料

区分

0長崎市手数料条例

(趣旨)

第1条酪

(手数料の種類及び額)

第2条手数料(次項に規定するものを除く。)は、別表第1のとおり

とする。

2略

別表第一

単位

(略)

金額 手数料の対象事

の根拠となる

法令等

1件

改正前

円

12万300

手数料の種類

築基準法

8 5条

6項

(1)~Ⅱ 82)

【183) 1年以

内の仮設興行

場等建築許可

申請手数料

区分 単位

(略)

金額 手数料の対象事

の根拠となる

去令等

1件 円

12万300

築基準法

85条

51頁



(184) 1年を

超える仮設

行場等建築許

可申請手数料

(185)~Π 9刀

Ⅱ9剖既存建

築物の用途を

一時的に興行

場等に変更す

る場合の許可

申請手数料

1件

(略)

16万300

a99}既存建

築物の用途を

一時的に特別

興行場等に変

更する場合の

許可申請手数

料

築基準法

8 5条

7項

1件

、

12万300

Ⅱ84} 1年を

超える仮設興

行場等建築許

可申請手数料

築基準法

87条の3

第旦項

{200)~(204}

1件

Ⅱ8励~Π97)

16万300

1

Ⅱ98)既存建

築物の用途を

一時的に興行

場等に変更す

る場合の許可

申請手数料

(略)

築基準法

87条の3

71頁

1件

【略)

16万300

Π99)既存建

築物の用途を

一時的に特別

興行場等に変

更する場合の

許可申請手数

料

築基準法

85条

6項

1件 1 2 万 3 00 築基準法

87条の3

5項

f20の~(204)

1件 16万300

(略)

築基準法

87条の3

6項



(205)

長期優

良住宅

建築等

計画等

の認定

申請手

数料

ア~エ

(略)

改正後

オ建築

行為を

伴わな

し.、既存

住宅で

あつて

長期優

良住宅

法第6

条第2

項に規

(ア)

確認皇

若しく

は性能

a 一戸建て住宅

の場合

期優

良住宅

去第 5

第1

貢、第

2 1頁、

評価書

又は,そ

の写し

の添付

がある

場合

b 共同主宅等の

(205)

長期優

良住宅

建築等

計画の

認定申

請手数

料1件

場合は、当該共

同住宅等の床

ア~

1 万 8,600

面積の合計に

工

応じ、次に掲げ

略)

円

る区分

( a)

、第

4 1頁、

改正前

3

"方メ

500

5

、

6 項又

第

{新

1件

ト

は第 7

3万3,500

頁

期優

良住宅

去第 5

交第 1

.ー

頁、第

4 項又

は第 5

3

第

項

、
頁
.
 
2

、



定する

申出が

ない場

ル以内のも

(b)

平方メート

500

ルを超え1,

0 0 0 、,方

1件

メートル以

5 万4,900

内のもの

(C)

0平方メー

, 00

トルを超え

3,000平

1件

方メートル

9万 1

以内のもの

(d)

, 2 0 0

3,00

0 、,方メー

トルを超え

5,0 00平

1件

方メートル

1 4 万 6,000

の
一

貪



i

以内のもの

(e)

0平方メー

5,00

トルを超え

1 万平方メ

1件 22万2,600

トル以内

のもの

(f) 1万平

方メートル

/

を超え2万

平方メ

1件

ル以内のも

37 万 7,800

'

ト

()

方メートル

2万平

を超え 3万

平方メート

1件

ル以内のも

47万 8,400

10

の
一

の
一



(h)

方メートル

3万平

(イ)

を超えるも

(ア)

以外の

1件

a 一戸建て住宅

54万3,

場合

の場合

b 共同住宅等の

1 00

場合は、当該共

H牛

同住宅等の床

6 万 7,800

面積の合計に

応じ、次に掲げ

る区分

(a) 500平

11

方メートル以

内のもの

(b)

1件

方メートルを

500平

1 5 万8,900

超え1

平方メートル

1件

, 000

25万3,900

の
一



以内のもの

(C)

平方メートル

, 000

を超え3, 00

0平方メート

1件

ル以内のもの

50万1,300

(d)

平方メートル

3,000

を超え5,00

0平方メート

1件

ル以内のもの

89 万 7,400

(e)

平方メートル

5,000

を超え 1 万平

方メートル以

1件

内のもの

1 54万2

(f)

メートルを超

1万平方

え2万平方メ

300

1件 285万 3,000

12



トル以内の

もの

()

メートルを超

2万平方

え3万平方メ

力建築

1件

トル以内の

もの

(h)

40 7万6,200

行為を

伴わな

い既存

住宅で

あつて

長期優

良住宅

法第6

(ア)

メートルを超

3万平方

えるもの

五寉言忍、^

若しく

は性能

評価

^ 又^、

はその

写しの

添付か

a 一戸建て住宅

1件

の場貪

499万3,300

13

1件 1 5 0号に掲

げる区分による

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第2

00号に掲げる

区分による金額

を加算した額)1こ

(新

1 万 8,6 0 0円

.

=



条第2

項に規

定する

申出が

あつた

場合

ある場

b 共同住宅等の

場合は、当該共

同住宅等の床

面積の合計に

を加算した金額

1件

応じ、オ(ア)

b に掲げる区

1 5 0 号に掲

げる区分による

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第2

00号に掲げる

(イ)

区分による金額

(ア)

以外の

場合

を加算した額)1こ

a 一戸建て住宅

の場合

(ア) b1こ掲げ

る区分による金

14

、を加算した金

1件 1 5 0 号に掲

げる区分による

額(建築設備の

三又置がある場合

にあつては、第2

00号に掲げる

貪

分



b 共同住宅等の

区分による金額

場合は、当該共

を加算した額)に

同住宅等の床

6万 7,800円

面積の合計に

を加算した金額

1件

応じ、オ(イ)

b に掲げる区

1 5 0 号に掲

げる区分による

(206)

認定を

受けた

額(建築設備の

設置がある場合

ア月リち'

ア又は

イによ

にあつては、第2

00号に掲げる

(ア)

石寉言忍、^

若しく

区分による金額

を加算した額)1こ

a 一戸建て住宅

の場合

オ(イ) b に掲げ

る区分による金

を加算した金

1件

6,300

円 期優

良住宅

去第 8

(206)

認定を

受けた

ア

巧

(ア)

確認

書若

^

月1」

^

写ヲ

a 一戸建て

住宅の場 件

円

3006,

期優

良住宅

去第 8合

分



長期優

良住宅

建築等

計画等

の変更

認定申

請手数

料

り認定

を受け

た住宅

で長期

優良住

宅法第

6条第

2項に

規定す

る申出

がない

場合

は性能

評価書

又はこ

れらの

写しの

添付か

ある場

b 共同住宅等の

場合は、認定を

受けた長期優

良住宅建築等

1件

計画(以下この

則号ア(ア) b

こ掲げる区分に

よる金額

号において「認

^
^

定建築等計画」

という。}の変

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

応じ、前号ア

(ア)b に掲げ

第2

頁にお

いて準

する

同法第

5 条第

1 1頁、

長期優

良住宅

建築等

計画の

変更認

定申請

手数料

しく

は性

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の・1 を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号ア(ア)

、第

3 1頁、

2

価害

又は

これよ

則号ア(ア) b に

げる区分による

額

件

能評

り

、第

5 項、

4

らの

写し

6項

交第 2

頁にお

いて準

する

同法第

5 条第

1 工亘、

は第

フ工頁

ある

場合け

た

16

、第

3 工頁、

41頁

は第

2

51頁

ア
又
は
イ

住
宅
で
長
期

こ

添
が

の
付

認
定
を
受



(イ)
(ア)

以外の
場合

る区分

a 一戸建て住宅

の場合

1件

2 万 2,

円

700

b 共同住宅等の

場合は、認定建

筆隻計画の変

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

良

1件前号ア(イ) b に

げる区分によ

る金額

(イ)

(ア)

ユ外の

b に掲げ

る区分

a 一戸建て

住宅の場

6 日^
^

17

2

円

2万2,700

項

b 共同住宅

等の場合

.は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の1を乗

じて得た

則号ア(イ) b に

げる区分による

、額

件

合

宅
法
第

条
第

規
定
す
る
申
出
が
な

こ

1
 
件



ては、該増加す

る部分の床面

積)の合計に応

じ、前号ア(イ)

b に掲げる区

分

イ 剛」 1〒'

ア又は

イによ

り認定

を受け

た住宅

で長期

優良住

(ア)

確認書

若しく

は性能

評価

害、又

はこれ

らの写

a 一戸建て住宅

の場合

い

日

1件

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

は、該増加

する部分

の床面積)

の合計に

応じ、前号

ア(イ) b

に掲げる

区分

150号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

イ (ア) a 一戸建て

住宅の場

若し

くは

性能

評価

18

1 5 0号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

件

合

合

確
書認

前
号
ア
又
は
イ



宅法第

6条第

2項に

規定す

る申出

があつ

た場合

しの添

付があ

る場合

を加算した額)

b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

に 6,3 0 0円

を加算した金

額

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

応じ、前号イ

1件 150号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

に前号イ(ア)

b に掲げる区

分による金額

を加算した金

書又

はこよ

り れら

の写

しの

添付

があ

額を加算した

額)に6,300

円を加算した金

額

19

た

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の1を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

1 5 0号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額)に前号イ

(ア)b に掲げる

区分による金額

を加算した金額

件

こ

認
定
を

場る
合

宅
で
長
期
優
良
.
住
宅
法

受
け



(ア)b に掲げ

る区分

額

(イ)

(ア)

以外の

場合

a 一戸建て住宅

の場合

1件 1 5 0号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

に 2万 2,7 0

0円を加算し

た金額

20

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号イ(ア)

b に掲1

る区分

J'

(イ) a 一戸建て

住宅の場

(ア

)以

外の

場合が

1 50号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額)に 2万2,フ

00円を加算し

た金額

条
第

規
定
す
る
申
出

一
、

合

あ
つ
た
場
合

第
6

2
 
貢

1
 
件



b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

応じ、前号ウ

(ア) b 1こ掲1

る区分

1件前号ウ(ア) b に

掲げる区分に

よる金額

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の,1 を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

1 50号に掲げ

る区分による金額

(建築設備の設置

ゞある場合にあつ

ては、第2 00号

に掲げる区分によ

る金額を加算した

、)に前号イ(イ)

b に掲げる区分に

よる金額を加算し

こ金額

件

21



ウ 月1」 1ヨ'

ウ又は

工によ

り認定

を受け

た住宅

で長期

優良住

宅法第

6条第

2項に

規定す

る申出

がない

場ム

(ア)

確認書

又はそ

a 一戸建て住宅

の場合

の写し

の添付

があ.る

場合

b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

1件

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

1件

9,300

則号ウ(ア) b に

掲げる区分に

よる金額

円

積)の合計

に応じ、前

号イ(イ)

b に掲げ

る区分

ウ (ア)

確

認害

又は

^

月1」

^

Ta'

a 一戸建て

住宅の場

ウ

又 その

は

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の 1 を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

件

写し

の添

付が

ある

場合

工

よ

9,300

剛号ウ(ア)b に掲

げる区分による

金額

件

円

り

22

合

こ

靭
定
を
受



応じ、前号ウ

(ア)b に掲げ

る区分

(イ)

(ア)

以外の

場△

且

ι

一戸建て住宅

の場合

b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

1件 円

3万 3,9 0 0

する部分

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号ウ(ア)

b に掲げ

る区分

更に係る部

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

1件前号ウ(イ) b1こ

掲げる区分に

よる金額

(イ) a 一戸建て

住宅の場

(ア

)以

外の

場合

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

件

2

23

項

3万3,

円

900

削号ウ(イ)b に掲

げる区分による

金額

件

住
宅
で
長
期
優
良

合

条
第

こ

け
た

イ
宅
法
第
6



面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

応じ、前号ウ

(イ) b に掲1

る区分

自1」フヲ

ウ又は

工によ

り認定

を受け

(ア)

確認書

又はそ

の写し

の添付

規

a 一戸建て住宅

の場合

積に 2,分

の1を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号ウ(イ)

b に掲げ

る区分

、

1件

件

1 5 0号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

い

(ア)

確

認書

又は

24

a 一戸建て

住宅の場

ウ

1 50号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

定
す
る
申
出

場
合

合

前
号

が
な



た住宅

で長期

優良住

宅法第

6条第

2項に

規定す

る申出

があつ

た場合

がある

場合

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

に 9,300円

を加算した金

額

更に係る部分

の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

1件 1 5 0 号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

ては、第2 0 0

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

に前号ウ(ア)

b に掲げる区

分による金額

又 その

は 写し

工

よ ある

場合り

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額) 1こ 9,300

円を加算した金

額

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

に係る部

分の床面

積に2分

の1を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

け

た

1 50号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額)に前号ウ

(ア)b に掲げる

区分による金額

を加算した金額

件

25

添
が

の
付一

、

劃
定
を
受

宅
で
長
期
優
良



応じ、前号ウ

(ア)b に掲げ

る区分

を加算した金

額

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号ウ(ア)

b に掲げ

る区分

6

26

住
宅
法
第

条
第

定
す
る

あ
つ

2
 
頁
こ

申
出
力



(イ)

(ア)

以外の

場合

a 一戸建て住宅

の場合

1件 150号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

る場合にあつ

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

b 共同住宅等の

場合は、認定建

築等計画の変

(イ)

に3万3,9 0

0円を加算し

た金額

更に係る部分

a 一戸建て

住宅の場

1件

(ア

)以

外の

場合

1 5 0 号に掲

げる区分によ

る金額(建築設

備の設置があ

15 0号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額)に 3 万3,9

00円を加算し

た金額

件

27

b 共同住宅

等の場合

は、当該計

画の変更

1 50号に掲げ

る区分による金

額(建築設備の

設置がある場合

件

た
場
合

合



の床面積に2

分の 1 を乗じ

て得た面積(床

面積の増加す

る部分にあつ

ては、当該増加

する部分の床

面積)の合計に

応じ、前号ウ

(イ) b 1こ掲1

る区分

る場合にあつ

ては、第200

号に掲げる区

分による金額

を加算した額)

に前号ウ(イ)

b に掲げる区

分による金額

を加算した金

額

オ月1」^

オ又は

(ア)

に係る部

分の床面

積に2分

の1を乗

じて得た

面積(床面

積の増加

する部分

にあつて

は、当該増

加する部

分の床面

積)の合計

に応じ、前

号ウ(イ)

b に掲げ

る区分

確認害

a 一戸建て住宅

の場合

にあつては、第

200号に掲げ

る区分による金

額を加算した

額)に前号ウ

(イ)b に掲げる

区分による金額

を加算した金額

1件

9,300

円

28

{新

一
一



力によ

り認定

を受け

た住宅

で長期

優良住

宅法

6条

2項に

規定す

る申

若しく

は性能

評価書

b 共同住宅等の

場合は、認定を

又はこ

れらの

受けた長期優

良住宅持保

写しの

1件

全計画{以下こ

添付が

ある場

前号オ(ア)b に

の号において

易げる区分によ

「認定維持保

る金額

全計画」とい

がない

場合

う。jの変更に

係る部分の床

面積に2分の

1 を乗じて得

た面積(床面積

の増加する部

分にあつては、

当該増加する

部分の床面積)

の合計に応じ、

前号オ(ア) b

゛

29

貪



(イ)

に掲げる区分

(ア)

以外の

a 一戸建て住宅

の場合

場合

b 共同住宅等の

場合はじ認定維

1件

持保全計画の

円

3 万 3,9 00

変更に係る部

1件

分の床面積に

前号オ(イ)b に

2分の1を乗

げる区分によ

じて得た面積

る金額

(床面積の増

加する部分に

あつては、当該

増加する部分

の床面積)の合

計に応じ、前号

オ(イ) b に掲

げる区分

30



力 月1」ネヲ

オ又は

力によ

り認定

を受け

た住宅

で長期

優良住

宅法第

6条

2項に

規定す

る申

があつ

(ア)

確認書

若しく

は性能

評価書

又はこ

れら写

しの添

付があ

る場合

a 一戸建て住宅

の場貪

1件 1 5 0 号に掲

ナる区分による

額(建築設の

設置がある場合

にあつては、第2

b 共同住宅等の

00号に掲げる

区分による金額

場厶は、認定維

を加算した額)に

持保全計画の

(新

9,300円を加

変更に係る部

1件

分の床面積に

した金額

2分の1を乗

0号に掲15

げる区分による

じて得た面積

額(建築設備の

(床面積の増

設置がある場合

にあつては、第2

00号に掲げる

区分による金額

を加算した額)に

i

31

一
一

場



加する部分に

あつては、当該

増加する部分

の床面積)の合

計に応じ、前号

前号オ(ア)b に

(イ)

オ(ア) b に掲

げる区分によ

げる区分

(ア)

以外の

場合

る金額を加算し

a 一戸建て住宅

こ金額

の場合

1件 1 5 0号に掲

げる区分による

額(建築設備の

設置がある場合

にあつては、第2

b 共同住宅等の

00号に掲げる

区分による金額

場合は、認定維

を加算した額)に

3万3,9 0 0円

を加算した金額

1件 150号に掲

ナる区分による

噐



持保全計画の

変更に係る部

分の床面積に

2分の1を乗

じて得た面積

額(建築設備の

(床面積の増

設置がある場合

加する部分に

にあつては、第2

( 207 )

譲受人

を決定

した場

合にお

ける長

あつては、当該

00号に掲げる

増加する部分

区分による金額

の床面積)の合

を加算した額)1こ

計に応じ、前号

則号オ(イ) b に

オ(イ) b 1こ掲

げる区分によ

げる区分

る金額を加算し

た金額

1件
3,

円

000

期優

良住宅

去第 9

第1

.

( 207 )

譲受人

を決定

した場

合にお

ける長

頁

33

件
3,

円

000

期優

良.住宅

去第 9

女第 1



期優良

住宅建

築等計

画等の

認定変

更申請

手数料

1208)

区分所

有住宅

の管理

者等が

選任さ

れた場

合にお

ける長

期優良

住宅建

築等計

1件

期優良

住宅建

築等計

画の認

定変更

申請手

数料

3,000 期優

良住宅

去第 9

第3

、

( 208 )

区分所

有住宅

の管理

者等が

選任さ

れた場

合にお

ける長

期優良

住宅建

築等計

貢

3,000
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期優

良住宅

去第 9

第3

頁

ー
.
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画等の

認定変

歪申請

手数料

(209)

長期優

良住宅

建築等

画等

の認定

計画実

施者の

地位の

継承の

承認申

請手数

料

1件 3,000

別表第2 (第2条関係)

画の認

定変更

申請手

数料

、

期優

良住宅

去第 1

0条

略

(209)

長期優

良住宅

建築等

赴画の

認定計

画実施

者の地

位の継

承の承

暑刃、申量青

手数料

牛

.

3,000 期優

良住宅

去第 1

0木

別表第2 (第2条関係)
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長期良住宅について

考資料

【長期 良住宅の主な「認定基準」】

薫
省エネルギー性

耐震性

極めて稀に発生する地震に対し、継続
利用のための改修の容易化を図るため、

損のレベルの低減を図ること
伊D 通常の1,25倍以上の耐震性能

耐震性

劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用

できること

例)床下の防湿及び換気措置

劣化対策

可変性

維持理・更新の性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内
装・設備について、維持管理(清掃・点
検・補修)・更新を容易に行うための必要
な措置が講じられていること

やノアフリー性
用部分)

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性
が確保されていること

例)外壁・開口部の断熱性能の向上

住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要

な規模を有すること

最低面積)戸建て75市以上

バリアフリー性(共同住宅等)

将来のバリアフリー改修に対応できる
よう共用廊下等に必要なスペースが確保
されていること

維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な

点検・補修等に関する計画が策定されて
いること

可変性(共同住宅・長屋)

居住者のライフスタイルの変化等に応
じて間取りの変更が可能な措置が講じら

れていること

伊D 躯体天井高さ2650伽以上

居住環境
良好な景観の形成その他の領域にお

ける居住環境の維持及び向上に配慮さ
れたものであること

金計画

資金計画が当該住宅の建築を確実に遂
行するため適切なものであること

36
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長期優良住宅のメリットについて

<新築の場合>

項目

住宅口ーンの
金利引き下げ

フラット35S

名称

フラツト35

フラツト50

フラット35の借入金利を、
・当初5年間、0.5%引き下げ
・6年目~10年目 02肌引き下げ

登記に係る登録免許税の
税率引き下げ

メリットの内容

住宅売却の際に、借入金利のままで購
入者へ住宅口ーンの返済を引き継ぐこ
とが可能

税の
特例措置

返済期問の上限が50年問。住宅売却
の際に、借入金利のままで購入者へ住
宅口ーンを引き継ぐことが可能

不動産取得税の
控除額の増額

固定資産税の
減税措置
(1/2減額)の

適用期間延長

保存登記 0.4%→ 0.1%

移転登記
戸建て

移転登記
マンシヨン 2.0%→ 0.1%

所得税(住宅
ローン減税)の
限度額引き上げ

【R4年度)

条件等

控除額
1,200万円

2.0%→ 02%

所得税
(投資型減税)
の控除

戸建て
3年間

地震保険料
の割引き

マンション

5年間→ 7年問

■^

控除対象限度額
4,000万円→ 5,000万円

(控除率0.フ%、控除期間13年間、最大
控除額4鶚万円)

1β00万円

・^

耐震等級割引き

5年問

標準的な性能強化費用相当額(上限
650万円)の10%を、その年分の所得税
から控除

2023年3月31日
までに入居の場合

免震建築物割引き

補助金

住宅の品質確保の促進等に関する法
律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等
防止)を有している建物である場合、
耐震等級2 割引率30%
耐震等級3 割引率50%

地域型住宅グリーン化事業
(長寿命型)

2024年3月31日
までに入居の場合

品確法に基づく免震建築物であること
割引率50%

こどもみらい住宅支援事業

2023年12月31日
までに入居の場合

補助対象経費の10分の1以内の額で、
住宅1戸当たり最大180万円等

※国土交通省の「地域型住宅グリーン化事業」の採択を受けたグループに属する中小工務店等

訂

・子育て世帯・若者夫婦世帯による長期
優良住宅の新築1戸当たり80万円等

・地域の中小工務店等
(※)が整備する木造の長
期優良住宅の場合
・地域材を積極使用した
一定性能を有する木造住
宅

・工事施工業者、住宅販
売事業者が補助事業者と
して申請し、完了後、住宅
取得者に補助金を還元



<増築・改築の場合>

項目

住宅口ーンの
金利引き下げ

フラット35S

名称

フラット35

フラット35リノベ

フラット35の借入金利を、
・当初5年間、0.5%引き下げ
・6年目~10年目 02肌引き下げ

フラット50

メリットの内容

住宅売却の際に、借入金利のままで購
入者へ住宅口ーンの返済を引き継ぐこ
とが可能

固定資産税の減税措置(ー
定割合を減額)

フラット35の借入金利を、当初10年間、
年0.5%引き下げ

税の

特例措置

返済期間の上限が50年問。住宅売却
の際に、借入金利のままで購入者へ住
宅口ーンを引き継ぐ二とが可能

対象:長期優良住宅化リフォームを
行った住宅(耐震・省エネのいずれか
を行うことが必要)
減額割合→ 2/3
減額期間→ 1年問

(R4年度)

条件等

所得税(投資型減税)
標準的な工事費用相当額
の10%を、その年度の所得
税額から控除

.

標準的な工事費用相当額の10%をそ
の年の所得税額から控除

①(省エネ十耐久性X耐震十耐久性)
限度額:250万円
最大控除額:25万円

②くその他工事(控除率5.0%)と合わ
せて行う場合>
限度額: 1000万円
最大控除額.50万円

③(耐震+省エネ+耐久性の場合)
限度額:500万円
最大控除額:50万円

④くその他工事(控除率5.0%)と合わ
せて行う場合>
限度額 1000万円
最大控除額 75万円

』

地震保険料の
割引き

2024年3月31日

までに入居の場合

耐震等級害明1き

補助金

住宅の品質確保の促進等に関する法
律(品確法)または国土交通省の定め
る「耐震診断による耐震等級の評価指
針」に基づく耐震等級(倒壊防止)を有し
ている建物であること。
耐震等級1 割引率:10%
耐震等級2 割引率.30%
耐震等級3 割引率:50%

免震建築物割引き

2023年12月31日

までに入居の場合

長期優良住宅化
りフォーム推進事業

品確法に基づく免震建築物であること。
割引率:50%

補助率:対象となる工事費のν3
限度額:200万円/戸
(さらに既存住宅を購入し、工事を実施
する場合:250万円/戸)等

謁

既存.住宅の長寿命化に
資するリフォーム等を行
い、長期優良住宅の認定
を取得する場合

、
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<既存の場合>

項目

住宅口ーンの
金利引き下げ

フラツト35S

名称

フラツト35

税の
特例措置

フラツト50

フラット35の借入金利を、
・当初5年問、0.5%引き下げ
・6年目~10年目 025%引き下げ

所得税(住宅
ローン減税)の
限度額引き上げ

メリットの内容

住宅売却の際に、借入金利のままで購
入者へ住宅口ーンの返済を引き継ぐこ
とが可能

返済期問の上限が50年間。住宅売却
の際に、借入金利のままで購入者へ住
宅口ーンを引き継ぐことが可能

控除対象限度額
3,000万円→ 4ρ00万円

(控除率0.フ%、控除期閻10年間)

恨4年度)

条件等
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